
 

 

 

 

武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部における決定事項について 

 

令和３年１０月２５日に開催した第３４回武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対

策本部において、下記の事項について決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、１０月２４日をもって「東京都

におけるリバウンド防止措置」を終了し、「基本的対策徹底期間」に移行することが決定

されたことに伴い、第３３回武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部において決

定した事項の一部を変更した上で、当面の間、感染症対策を継続する。 

 

１ 公共施設等の取扱いについて 

別紙のとおり 

 

２ 新型コロナウイルス感染症予防のための職員体制について 

  職員の勤務体制については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オフピーク

通勤・週休日の振替等の活用などを引き続き推進する。 

 

３ 市立小・中学校について 

  通常どおりの登校とし、部活動についての一部制限は解除する。 
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⑴ 通常どおり開館する施設（１１月１日から当面の間） 

施 設 所 管 備 考 

中部地区会館 教育総務課  

市民会館（さくらホール） 

文化振興課 

 

公民館・公民館中久保分館・公民館

さいかち分館 
 

地区会館（雷塚、中藤、三ツ木、大

南、残堀・伊奈平） 

 

 

地区集会所（上水台、新海道、西大

南、中原、大南公園、学園、新大南、

湖南、さいかち公園） 

 

 

総合体育館 

スポーツ振興課 

 

屋外体育施設  

屋外体験学習広場 文化振興課  

緑が丘ふれあいセンター 協働推進課  

市民総合センター（社会福祉関係

団体活動室（小・中会議室）、調理

実習室） 

 

障害福祉課  

市民総合センター（ボランティ

ア・市民活動センター） 
協働推進課  

市民総合センター（生涯学習活動

室） 
文化振興課  

別 紙 



施 設 所 管 備 考 

学校施設 スポーツ振興課  

緑が丘出張所会議室 市民課 １１月３日から開館とする。 

若草集会所 障害福祉課  

 

⑵ 時間を短縮して開館する施設 

施 設 所 管 備 考 

村山温泉「かたくりの湯」 産業観光課 

【浴場・多目的ルーム・サウ

ナ】 

午前１０時～午後９時 

【レストラン・リラクゼーシ

ョン】 

午前１１時～午後９時 

（酒類の提供は１０月２７日

から開始） 

【プール】 

午前１０時～午後７時 

（修繕中のため、１０月２９

日から開始） 

 

⑶ その他の公共施設 

通常どおり開館するが、事業等が中止となる場合がある。 

なお、福祉会館の入浴施設は引き続き中止とする。 

 


